
国の一時支援金の対象業種について 
 

国が今年１月に１１都府県（東京、大阪、福岡、栃木、埼玉、千葉、神奈川、岐阜、愛知、京都、
兵庫）に緊急事態宣言を発出したことに伴い、一定の条件のもと、国から一時支援金が給付さ
れることとなっています。 

長崎県は全域が、上記の「緊急事態宣言の影響を受けた地域」に該当していますので、旅行
関連事業者(飲食業、旅館・ホテルなど)及び旅行関連事業者に商品・サービスを提供している
事業者（食肉、氷雪販売など）は、今年１月～３月の売上が、対前年又は対前々年同期に比べ５
０％以上下がっていれば、国の一時金の申請ができます。（但し、今年１月の長崎県からの時
短営業の要請に伴う協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。） 

なお、申請期限は令和３年５月３１日となっています。 

 
記 

 
１． 国の一時支援金の給付額 

中小法人等 上限６０万円     個人事業者等 上限３０万円 
 
２． 申請手続きの概要（詳しくは一時支援金事務局のホームページをご覧ください。 

URL https://ichijishienkin.go.jp/） 
 

① アカウントの申請・登録 （ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ又は事務局ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 0120-211-240） 
 
 

② 登録確認機関での事前確認 （商工会、商工会議所等の登録確認機関において、必要 
書類（一昨年、昨年の確定申告書、帳簿、通帳等）の確認） 
  

③ 申請 （インターネット又は長崎市内に設置されているサポート会場） 
 
 
※ご不明な点などがあれば、当センターまでお問い合わせください。 

 

 

https://ichijishienkin.go.jp/



